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長崎県職員生活協同組合定款 

 

第４章 総代会及び総会 

 

（総代会の設置） 

第４３条 この組合に、総会に代るべき総代会を設ける。 

 

（総代の定数） 

第４４条 総代の定数は、１５０人以上２００人以内において総代選挙規約で定める。 

 

（総代の選挙） 

第４５条 総代は、総代選挙規約の定めるところにより、組合員のうちから選挙する。 

 

（総代の補充） 

第４６条 総代が欠けた場合におけるその補充については、総代選挙規約の定めるところによる。 

 

（総代の職務執行） 

第４７条 総代は、組合員の代表として、組合員の意思を踏まえ、誠実にその職務を行わなければならな

い。 

 

（総代の任期） 

第４８条 総代の任期は１年とする。ただし、再選を妨げない。 

２ 補欠総代の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。 

３ 総代は、任期満了後であっても後任者の就任するまでの間は、その職務を行うものとする。 

 

（総代名簿） 

第４９条 理事は、総代の氏名及びその選挙区を記載した総代名簿を作成し、組合員に周知しなければ

ならない。 

 

（通常総代会の招集） 

第５０条 通常総代会は、毎事業年度終了の日から３箇月以内に招集しなければならない。 

 

（臨時総代会の招集） 

第５１条 臨時総代会は必要があるときは、いつでも理事会を経て、招集できる。ただし、総代がその５

分の１以上の同意を得て、会議の目的とする事項及び招集の理由を記載した書面を提出して総代会の

招集を請求したときは、理事会は、その請求のあった日から２０日以内に臨時総代会を招集すべきこと

を決しなければならない。 

（総代会の招集者） 

第５２条 総代会は、理事会の議決を経て、理事長が招集する。 

２ 理事長及びその職務を代行する理事がいないとき、又は前条の請求があった場合において、理事が

正当な理由がないのに総代会招集の手続をしないときは、監事は、総代会を招集しなければならない。 


